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資料 運 8-１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第８回 運用部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 29年 7月 10日（月）15:00～17:00 


場所：四谷・㈱コンピュータシステム研究所・会議室 


 


１．開会 


 


２．議事 


（１） 第 7 回（５/８）議事録確認 


 


（２） ＢＬＣ入会企業の紹介 


・株式会社キッツ   


・ダイキン工業株式会社  


・野原ホールディングス株式会社 


・東急建設株式会社 


・YKKAP 株式会社 


 


（３） BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28年度活動報告（運用部会抜粋版）の概要説明 


                   (H29.5.19 BLC総会配布資料の抜粋) 


 


（４） 平成 29年度 業務方針及び業務計画について 


                       (H29.5.19 BLC総会議案の抜粋) 


 


（５） モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について 


 


３．その他 


 
会議資料一覧 


 資料 運８－１ 第 8回運用部会議事次第 


 資料 運８－２ 第７回運用部会議事録（案） 


 資料 運８－３ 運用部会委員名簿 


 資料 運８－４ BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28年度活動報告（運用部会抜粋版） 


 資料 運８－５ 平成 29年度 業務方針及び業務計画（総会時議案） 


 資料 運８－６ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について 


（参考資料）建設通信新聞記事（2017/5/31）日本版 BIMライブラリー 


（参考資料）カタログ 主として建築設計者のためのＢＩＭガイド 


（参考資料）平成 29年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


（参考資料）コラム BIMモデルは誰のもの？  


次回  日時 ： 平成 29 年 9 月 11 日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所 GSA 事業部会議室  
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資料 運８-２ 
 


第７回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案）  


 


日時  ： 平成２９年５月８日（月） １５：００～１６：３０  


場所  ： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


出席者 ： １６名 


 


 


第７回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 ○ 


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良 ○ 


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)CADネットワークサービス 増田 甲介   


大森法律事務所 大森 文彦  (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(株)大塚商会 水野 一哉  (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲 ○ (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  (株)安井ファシリティーズ 繁戸 和幸  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之  凸版印刷㈱ 馬地 宏一  


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 ○ 大日本印刷㈱ 田崎 誠 ○ 


(株)構造計画研究所 緒方 翼   大日本印刷㈱ 吉田 集  


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史       


鹿島建設(株) 安井 好広      


(株)佐藤総合計画 森山 尚   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋  (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


（株）中電工 宮川 久  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


（株）中電工 松本 哲也 ○ (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


日比谷総合設備（株） 下田中龍宏  （国研開）建築研究所 高橋 暁 ○ 


(地法)日本下水道事業団 金澤純太郎 ○ （国研開）建築研究所 武藤 正樹 ○ 


(地法)日本下水道事業団 新井 知明     


日本メックス(株) 野口 順二 ○    


(株)キャディアン 笠原 靖子     


(株)キャディアン 山﨑 裕子     


(株)キャディアン 中野 健成  (一財)建築保全ンター 池田 雅和 ○ 


(株)キャディアン 植松 良太  (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


    (一財)建築保全センター 山中 隆 ○ 


 


 







  2 


 


配布資料一覧 


 資料 運７－１ 議事次第 


 資料 運７－２ 第６回運用部会議事録 


 資料 運７－３ 運用部会委員名簿 


 資料 運７－４ オブジェクト標準作成に入るための合意事項 2017.3.15 


 資料 運７－５ BIM ライブラリー利用規約（案） 


 資料 運７－６ BIM ライブラリーデータ提供契約（案） 


 資料 運７－７ BLC2017年度スケジュールと議論の進め方（案） 


資料 運７－８ 平成 28年度運営委員会コア会議 議事録（案） 


資料 運７－９ 第 1回建築部会/設備部会合同コア会議 議事録（案） 


資料 運７－10 平成 29年度 BLC運用部会の年度計画とスケジュール化（案） 


（参考資料）平成 29年度 BLC定時総会のお知らせ 


（参考資料）平成 29年度 BLC総会並びに BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


次回  日時 ： 平成 29年 7月 10日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部会議室 


 


議事（１） 前回議事録確認 （BLC事務局/水澤） 


       ・11/15第６回議事録の読み合わせ確認を行った。追記、訂正事項の指摘なし   


 


議事（２） BLC入会企業の紹介 


・株式会社 LIXIL（平成 29年 3月 13日付）   


・大日本印刷株式会社（平成 28年 12月 21日付）  


・株式会社中電工（平成 29年 3月 29日付） 


・株式会社ダイフレックス（平成 28年 10月 26日付） 


・デュアル・アイ・ティー株式会社（平成 29年 3月 30日付） 


・(一社)日本建築積算事務所協会（平成 29年 2月 21日付） 


 


議事（３）オブジェクト標準作成に入るための合意事項について 


     資料 運７－４、オブジェクト標準作成に入るための合意事項 2017.3.15 


を利用して説明する。 


・ライブラリーには、ジェネリックオブジェクトとメーカーオブジェクトの２つとする。 


・LOI（情報の詳細度）には、３つの項目を設ける。必須項目、推奨項目、その他項目 


・基本的にはジェネリックオブジェクトはソフトウェアベンダーが、メーカーオブジェクトは、 


メーカーが作成を行う。 


      ・５つの段階（基本設計段階、実施設計/積算段階、施工段階、完成・引渡し段階、運用・維持管


理段階）における[形状情報]と[属性情報]について説明する。 
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議事（４）利用規約・提供契約について 


     ・BIM ライブラリー利用規約（案） 


      資料運７－５ BIM ライブラリー利用規約（案） 


      を利用して説明 


      第７条２）では、乙は責任は問わないという表現がよいと言う意見があった。 


     ・BIM ライブラリーデータ提供契約（案） 


    資料運７－６ BIMライブラリー提供契約（案） 


    を利用して説明 


    第６条検索履歴をうたっているので、第１条定義に検索についても定義をするとよいと言う意見が


あった。 


    


ビジネスモデルもまだ検討中であり、利用規約、提供契約共にまだ素案の段階である。 


 


議事（５）BLC全体としての 2017年度スケジュールと議論の進め方 


資料 運７－７ BLC2017年度スケジュールと議論の進め方（案） 


を利用して説明 


BLC２０１７年度の活動方針（案）を説明する。この内容で５月１９日の BLC定時総会にかける予定 


また各部会等、[在り方部会][建築部会・設備部会][運用部会][部会連携タスクフォース][事務局]


のそれぞれに対してのスケジュールと、議論の進め方を説明。 


事業者募集の決定は、２０１８年３月予定の建築保全センター理事会での承認を経て、２０１８年度


BLC総会での決定を、スケジュール（案）として、５月１９日の BLC定時総会にかける予定。 


運用会社の形態がどのような形になるのか、それによっては、契約の種類が増える。 


運用会社の募集を早く決めていくという考え方もある、という意見があった。 


 


他の部会等の動きということで 


資料 運７－８ 平成 28年度運営委員会コア会議 議事録（案） 


資料 運７－９ 第 1回建築部会/設備部会合同コア会議 議事録（案） 


を利用して説明 


 


議事（６）平成 29年度 BLC運用部会の年度計画とスケジュール化 


    資料 運７－10 平成 29年度 BLC運用部会の年度計画とスケジュール化（案） 


    を利用して説明 


    ・構築後のモニタリング体制・コスト等の検討 


      モニタリングを提供者が行うのか、第３者が行うのか、事業者が行うのか、どの範囲まで行うのか、


基準等を検討しなければならない。１つ１つ個々に行うには多大な工数がかかる。 


    検査ソフトの作成も検討した方がよい、という意見も出た。 


他団体での動きであるが、日建連 IT 推進部会（？）で、デジタルデーターの信用性についての


議論があった。情報入手できるのか調べてみる。 
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・利用規約・提供契約のさらなる検討 


    発注者はどこになるのでしょうか？ 


どのような形態（どこに）なるのかで契約形態も変わってくる。 


形態も含めてまだ未定です。 


登録するオブジェクトの規模（個数あるいは容量）はどのくらいを想定していますか？ 


Stemでは 90,000点弱を勘定している。建築の部材では建具（ドア、引戸、窓、ガラス）を中心に 


考えており 100,000点を予想するが、２段階で増やしていく予定である。 


運用部会で出すモニタリングをどこが行うのか？早く決めることが大事であるという意見があった。 


そして主体をはっきりさせる、責任をはっきりさせることも大事であるという意見があった。 


 


その他 


     平成 29年度 BLC定時総会のお知らせ 


    出席を依頼、やもえず欠席の場合は議長への委任状の提出を依頼した。 


    平成 29年度 BLC総会並びに BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


      運用部会開催のスケジュールと開催場所の確認を行った 


  


次回の BLC運用部会（第８回） 


日時：平成 29年 7月 10日（月）15:00～17：00  


場所：四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 会議室 


  次々回の BLC運用部会（第９回） 


日時：平成 29年 9月 11日（火）15:00～17：00 


場所：四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 会議室  
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１. 概 要 


(1) コンソーシアム設立まで 


平成27年10月30日にBIMライブラリーコンソーシアムが正会員38社、特別会員19組織・個人により 


設立された。ここまでに至る主な活動は以下のとおりである。 


・平成26年1月 任意団体BIMフォーラムが設置され、毎月1回の継続的議論開始。 


・平成26年2月 ICISレポート「BIMと仕様書をつなぐ」の受領と翻訳。 


・平成26年3~7月、公共建築工事標準仕様書等のコード分類現況について調査。 


・平成26年春にC-CADECを26年度で終了することを(一財)建設業振興基金が決断。 


・Stem、BE-Bridgeの承継先の候補のひとつとして(一財)建設業振興基金がヒアリング 


・平成27年1月、Stem、BE-Bridgeの承継とそれを核とするBIMライブラリー構築へ。 


・平成27年4月Stem、BE-Bridgeを建築保全センターが建設業振興基金から承継。 


・平成 27 年 4 月から建築保全センターにコンソーシアム準備事務局を設置し、毎週 1 回の定例打ち合わせを


行い、また毎月1回、BIMフォーラムとの意見交換を行った。 


・平成27年9月29日 コンソーシアム説明会 


・平成27年10月30日 BIMライブラリーコンソーシアム設立総会 


なお準備段階でBIMライブラリーコンソーシアムの骨格、例えば活動期間、事務局、目的、活動内容、組織等の


大部分の項目が決定されている。 


 


(2) コンソーシアム設立以降平成28年3月末まで 


コンソーシアム設立以降の活動は、総会、部会等の会員の参加する活動部分と、それらを支え、企画する事


務局活動に区分される。活動の詳細については平成２７年度活動報告を参照されたい。 


概要としては、NBS オブジェクト標準とそれに関連する ISO、BSを翻訳し、理解したこと、各部会ごとの


役割の定義を理解し、論点整理を行ったこと、今後の活動に関する調査わ行い、整理したことである。 


 


(3) 平成28年4月から平成29年3月まで 


   コンソーシアム活動の２年目として、各部会の活動が活発になり、少しずつその成果が出てきたことである。 


   在り方部会では、５月に学識者、ユーザー、メーカー、ソフトウェアベンダーの代表が集まり、各々立場の


意見を述べ、新聞にも公表された。また後半は、ビジネスモデルの検討をＷＧで開始し、問題点とスケジュー


ルの洗い出しを行った。 


   建築部会、設備部会では、ＢＩＭオブジェクト標準の議論が活発に行われた。建築部会では、BIMソフトウ


ェアによるデータ構造の違いの問題と、オブジェクト化する建築部品、部材の範囲が議論された。設備部会で


はStemと英国のNBS BIMオブジェクト標準の比較検討がなされ、これは建築にも準用された。また両部会


では年度末の３月に、本格的なオブジェクト標準の確立作業に入るための技術的な合意がなされた。これはラ


イブラリーのデータ構造に影響する重要なものである。 


   運用部会では、運用規約の中で、コンソーシアムとユーザー、コンソーシアムとメーカーの規約素案が作成


された。 


   さらに部会共通の活動として、6 月にオーストラリアの空調衛生工事業協会との会議が行われ、オーストラ


リアの設備に限定されるBIMライブラリーの実態について理解がされた。 
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2. 設立趣旨 


 


設立趣意書から 


「この数年、建築物の企画・設計・施工でのBIM活用が急速に進んでいますが、BIMは本来建物のライフサイ


クル全般に活用できるものであり、建築物に長寿命化や省エネルギー等が求められる現在、運用・維持管理(FM)


への活用も試みられています。このため形状情報とともに、建築材料・設備機器等の耐久性、エネルギー使用等


の情報を集約し、誰もが容易に利用できるBIMライブラリーを構築することが喫緊の課題となっています。 


一方、海外のBIM 先進国では、積極的なBIM 活用により建設生産性と品質の向上などを目標とし、BIM は


プロジェクト受注の必須条件となりつつあり、さらに統一した BIM ライブラリー構築への取組みも始まってい


ます。 


しかし我が国では、本来建設産業界全体で共有すべきBIM ライブラリーが、現在はBIM 利用者が個別に作成


しなくてはならないため、業務効率の大幅な低下を招いております。 


この状況を打開すべく、関係者が一体となってコンソーシアムを設立し、C-CADEC の Stem 等の成果を建築


分野にも活用・拡張する等して、早期にライブラリーを構築、提供することを目指すべきだと考えます。これは


BIMの利用推進、利用効果向上にも寄与するものです。BIMライブラリーの構築を目指すBIMライブラリーコ


ンソーシアムは、今秋の設立を目指しております。幅広い関係者の方々のご理解、ご参加をお願い申し上げる次


第であります。」 


 


3. 目的及び活動期間 


 


設立趣意書の活動内容には次のように示しており、 


①BIMライブラリーの在り方に関する検討 


②BIMライブラリーの建築系の標準仕様の作成(建築材料、建築製品、ELV等) 


③BIMライブラリーの設備系の標準仕様の作成(Stem、BE-Bridgeの更新、活用を含む)  


④運用に関する基準、規約等の作成 


⑤ ①から④を踏まえ、広く利用されるBIMライブラリーの構築・運用の実現 


⑥その他普及・促進等関係する諸活動 


最終的な目的は、BIM ライブラリーの構築・運用の実現である。2015 年秋にコンソーシアムを設立し、標準化、


運用組織の選定等、BIM ライブラリーの実現のための活動に取り組み、2017 年秋に BIM ライブラリーの運用開


始を目標とします。」していたが、活動状況を見直した結果、コンソーシアムのスケジュールを次のように修正する。 
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4. 組 織 


 


 組織形態としては、法人格を設けないコンソーシアムであり、事務局は(一財)建築保全センターに設置している。 


 


コンソーシアム 


在り方部会 


 


建築部会 


 


 


設備部会 


 


 


 


 


運用部会 


 


運営委員会 


 


 


 


 


 


事務局 


代表 


部会長 


副部会長 


部会長  


WG1主査 


WG2主査 


部会長 


副部会長 


副部会長 


Stem WG主査 


BE-Bridge WG主査 


部会長 


副部会長 


委員長 


副委員長 


委員 


委員 


委員 


委員 


事務局長 


担当 


担当 


担当 


尾島  俊雄 


安田  幸一 


山下  純一 


志手  一哉 


木村  謙     


高橋  暁 


一ノ瀬 雅之 


三木  秀樹 


鈴木  義夫 


焼山  誠 


谷内  秀敬   


山本  康友  


榊原  克巳 


寺本  英治 


山下  純一 


安田  幸一  


志手  一哉 


一ノ瀬 雅之 


山本  康友 


寺本  英治 


池田  雅和 


山中  隆 


水澤  久夫 


(一財)建築保全センター理事長 


東京工業大学大学院 教授 


(一社)buildingSMART Japan代表理事 


芝浦工業大学教授（平成29年度から） 


エーアンドエー(株) 


国立研究開発法人 建築研究所 


首都大学東京准教授 


(NPO)設備システム研究会 


(株)ベイテクノ・(株)関電工 


(株)大林組 


(一社)buildingSMART Japan 


首都大学東京客員教授 


(一社) buildingSMART Japan 


(一財)建築保全センター 保全技術研究所長 


(一社) buildingSMART Japan代表理事 


 (再出) 


 (再出) 


 (再出) 


 (再出) 


 (再出) 


(一財)建築保全センター 


(一財)建築保全センター 


(一財)建築保全センター 
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5. 平成28年度業務方針及び業務計画 


(1)業務方針 


(a)概要 


コンソーシアム設立趣旨及び2.に示す業務計画に基づき、計画的に業務を実施する。 


具体的にはグローバル化を含めた BIM ライブラリーの在り方に関する論点を討議、整理するとともに、BIM


ライブラリーのオブジェクト標準に関する調査、整理を行い、それに基づいた建築・設備のオブジェクトの情報


項目を整理、収集する。また Stem 試行サイト等を活用して、一部の試行 BIM オブジェクトの操作性等を検証


して BIM ライブラリーの構築に反映させる。さらにライブラリーの運用に必要な著作権、契約、その他必要な


規則類を調査、整理する。また海外への情報発信・情報交換に努める。 


活動に当たっては、平成 27 年度末に実施した今後の進め方に関する調査結果を踏まえて、海外情報のわかり


やすい翻訳資料の作成に努めるとともに、グローバル化等の多くの論点について、定義やメリット・デメリット


の明確化、分野別の状況の違いに配慮して検討を進めていく。 


また活動を進めるにあたり、IAI日本等、BLC会員の団体組織等と緊密な連携を図るとともに、部会相互の連


携と分担、ワーキンググループ、タスクフォースの活動を有効に活用し、また情報共有できるように努める。 


 


(b)検討すべき論点 


  検討すべき論点を以下に示す。 


a. BIMライブラリーの在り方に関する論点 


グローバル化への対応、分類の方法、オブジェクト標準の組み立てに関する方針、方式、水準、実現方法、


誰もが容易に利用できる等の在り方、ビジネスモデル、モデル作成、必要なオブジェクトの範囲、インフラ


対応等 


b. BIMライブラリーのオブジェクト標準に関する論点 


オブジェクト標準の内容、記述すべき情報項目、設計・施工等の各段階とLOD、ジェネリックオブジェクト


の扱い等のオブジェクト表現、ファイル形式、形状情報と属性情報の関連 


c. 運用ルールと著作権に関する論点 


BIMオブジェクトとライブラリーの著作権、契約、データ更新ルール、データが不正な場合の取扱い等 


d. その他技術的事項 


オブジェクトの目標ファイルサイズ、ライブラリー画面の設計、用語の定義、形状を持たないものの取扱い、


パラメトリックな製品の取扱い等  


 


(2)業務計画 


(a)総会 


  年度に1回定時総会を開催する。第1回は5月とする。 


(b)運営委員会 


2か月に1回の開催(原則奇数月)とし在り方部会と同日とする。 


 ・予算の作成、業務方針等の企画立案を行う。 


・コンソーシアムの運営、調整、啓発等の活動を的確かつ効率的に推進するため、必要 


な決定を行う。 


(c)在り方部会 


2か月に1回程度（原則奇数月）開催し、BIMライブラリーの在り方に関する検討を行う。具体には、 


  ・BIMライブラリーの在り方に関する課題(1.(2) a)について、論点を整理し、会員関係者の議論によって問題
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点を明確にし、共通の認識を形成しつつ結論へと導く。これに必要な技術的課題に関しては他部会との連携


あるいはタスクフォースの成果の活用を図る。 


・既存あるいは計画中のBIMライブラリーの把握 


  ・その他BIMライブラリー全般の課題の検討 


(d)建築部会 


2か月に1回程度（原則偶数月）開催し、また２つのワーキンググループを設置して、BIMライブラリーの建


築系標準仕様（搬送機器ELVを含む）の作成を行う。具体には 


  ・在り方部会の検討等と並行して、建築系材料・製品、ELVに関するBIMライブラリーのオブジェクト標準


に関する論点とその他技術的事項の(1.(2) b、d)の検討、整理 


  ・建築系材料・製品、ELVに関するオブジェクト情報の収集・整理 


・Stem試行サイト等を活用し、一部オブジェクト(建具、サッシ等)の試行と検証 


  ・他部会と連携を図り、またワーキンググループ、タスクフォースの成果を活用しながら活動を行う。 


(e)設備部会 


2か月に1回程度（原則偶数月）開催し、また平成２７年度設置した４つのワーキンググループとともに、BIM


ライブラリーの設備系標準仕様の作成を行う。具体には、 


・在り方部会の検討等と並行して、設備系材料、製品に関する BIM ライブラリーのオブジェクト標準に関す


る論点とその他技術的事項の(1.(2) b、d)の検討、整理 


・Stem、BE-BridgeとNBS BIMオブジェクト標準、ISO16757等との比較、整理 


  ・設備系材料、製品の情報に関するオブジェクト情報の収集・整理 


  ・Stem、BE-Bridge仕様の見直し、更新とその管理 


・Stem試行サイト等を活用し、一部オブジェクトの試行と検証 


・他部会との連携を図り、またワーキンググループ、タスクフォースの成果を活用しながら活動を行う。 


(f)運用部会 


2か月に1回程度(原則奇数月)開催し、BIMライブラリーの運用に関する各種基準、規約等の作成を行う。具


体には、 


  ・NBS BIMライブラリーの契約条件、国内類似案件の契約条件の比較・検討 


・運用ルールと著作権に関する論点(1.(2) c)の検討、整理 


・他の部会と連携し、必要に応じてタスクフォースの成果を活用しながら活動する。 


(g)タスクフォース 


  NBS BIMオフジェクト標準(TF1)、建築・設備オブジェクトに導入すべき情報項目の基本的検討(TF2)、Stem


と海外標準との比較(TF3)、BIM標準の IT的検討(TF4)、海外文献の翻訳(TF5)、海外への情報発信(TF6)のテ


ーマに関して、専門家によるタスクフォース(TF)を設置し、機動的に検討を行い、部会活動に反映させる。


TF1,2,3は平成28年度の第1四半期に活動を集中する。 


(h)事務局 


会員名簿管理、経理等の業務を的確に実施するとともに、コンソーシアムの設立趣旨に沿った部会活動の計画、


支援を行う。またわかりやすい資料の作成等、会員のニーズに対応するとともに、外部への情報発信に努める。


さらに会員拡大に向けて努力する。 
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6. 平成28年度活動 


(1) 総 会 


平成28年度 第1回総会 


日 時  平成28年 5月17日(火) 16:00-17:00 


場 所  東京ダイヤビル５号館 TDBホール (東京都中央区新川1-28-23) 


１． 開会 


２． コンソーシアム代表挨拶 


３． 議事録署名人の選出      


４． 議事        


(１）平成27年度活動報告【各部会長より】 


(２）平成27年度決算報告等 


第1号議案：平成27年度 決算（案） 


第2号議案：ＢＩＭライブラリーコンソーシアム会則・改正（案）   


     (３）事務局より事務連絡 


        （BIMライブラリーコンソーシアム）登録変更申請書について 


         6/29：オーストラリアBIM担当者との会議（案）について 


         平成28年度 部会等の開催スケジュールについて 


         BIMライブラリーコンソーシアム会員リストについて 


５．  その他 


６．  閉会 


 


(2) 運営委員会 


運営委員会 第４回 


日時    平成28年5月12日(木)  17：30～18：00. 


場所    建築保全センター会議室 


議事 


審議事項 


第4-1号議案  平成27年度決算(案)について 


第4-2号議案  会則改正(案)について 


報告事項  (１)平成28年度第1回総会議事次第  


(２)在り方部会の討論テーマ(案) 


(３)5～7月の主な活動 


 


(3) 在り方部会 


(a) 活動概要 


在り方部会 第４回 


 日 時   平成28年5月12日(木)     PM16:00～17:30 


 場 所   上海国際ビル2階会議室 


 議 事      (１) 討論「BIMライブラリーに期待すること」※ 


※  討論内容は5/31付 建設通信新聞 BIM特集の記事に掲載 
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在り方部会 第５回 


 日 時   平成28年8月4日(木)     PM16:00～17:30 


 場 所   上海国際ビル2階会議室 


 議 事      (１) 前回議事録の確認（建設通信新聞記事参照） 


(２) 討論「ライブラリーをどのように利用するか ―現在のBIM活用の視点から考える―」 


               事前調査回答を各社（企業・団体）から発表 


在り方部会 第６回 


 日 時   平成28年11月10日(木)    PM16:00～17:30 


 場 所   上海国際ビル2階会議室 


 議 事      (１) 前回議事録の確認 


(２) 討論「BLCの在り方に関する現状の総括と提案（案）」 


在り方部会 第７回 


 日 時   平成29年3月2日(木)     PM16:00～17:30 


 場 所   上海国際ビル2階会議室 


 議 事      (１) 前回議事録の確認 


(２) 4月に米国で開催されるBIMForum＠米国・サンディエゴの紹介 


(３) 次世代公共建築研究会 IFC/BIM部会から発刊されるBIMガイド本の紹介 


(４) BLC各部会（建築、設備、運用）の現状議論報告 


            (５) 意見交換 


ビジネスモデル検討WG第1回(ビジネスモデルコア会議Ⅰ) 


日時   平成29年1月16日(月)  16：00～18：00 


場所   建築保全センター会議室 


議事    (１) BLCビジネスモデルに関する議論の進め方 


(２) BIMライブラリーサイトビジネスモデル検討 


(３) BIM参考サイト紹介 (4)その他 


ビジネスモデル検討WG第2回(ビジネスモデルコア会議Ⅱ) 


日時   平成29年2月20日(月)   16：00～18：00 


場所   建築保全センター会議室 


議事   (１) BIMライブラリーサイトご提案：大日本印刷(株)(DNP)(新入会企業) 


           (２) IFC-BIMオブジェクトによるBIMライブラリー構築の概要説明 


           (３) Revit､ArchiCAD両ソフトの構成概要説明 


           (４) 作業に入る前のビジネスモデルに関する合意事項 


           (５) 意見交換     (６) その他 


ビジネスモデル検討WG第3回(ビジネスモデルコア会議Ⅲ) 


ビジネスモデルコア会議Ⅲ 


日時   平成29年3月13日(月)   15：00～17：00 


場所   建築保全センター会議室 


議事   (１) BLCビジネスモデルに関する議論の進め方 


           (２) BIMライブラリーサイトビジネスモデル検討 


           (３) BIMライブラリーサイト公募関連の進め方 


           (４) その他 
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(b) 主な成果、資料 


   5月12日の討論「BIMライブラリーに期待すること」は、次のように整理して新聞に掲載された。 
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ビジネスモデルに関する議論 
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(6) 運用部会 


(a) 活動概要 


運用部会 第3回  


日時  平成28年4月19日（火）15：00～17：00 


場所  GSA㈱会議室 


議事  (１)前回議事録確認 


          (２)NBS BIMライブラリーの利用規約（Terms and Conditions）」の翻訳 


          (３)BIMライブラリーで規約が必要な部分の整理（案） 


          (４)その他 


  


 運用部会 第4回 


日時  平成28年7月12日（火）15：00～17：00 


場所  ㈱コンピューターシステム研究所会議室 


議事  (１)前回議事録確認 


          (２)オーストラリアBIM-MEPaus Technical DirectorとのBIM Meeting(6/29)報告 


          (３)各メーカーのライブラリー利用規約比較について 


          (４)BIMライブラリーで生じる検討課題（案） 


 


運用部会 第5回 


日時  平成28年9月13日（火）15：00～17：00 


場所  ㈱コンピューターシステム研究所会議室 


議事  (１)前回議事録確認 


          (２)BIMライブラリー利用規約（素案）について 


 


運用部会 第6回 


日時  平成28年11月15日（火）15：00～17：00 


場所  ㈱コンピューターシステム研究所会議室 


議事  (１)前回議事録確認 


          (２)BIMライブラリーデータ提供契約（素案）について 


          (３)BLCのビジネスモデルについて 


 


(b) 主要な成果、資料 


平成28年度、運用部会では、BIMライブラリーを利用する企業、団体、教育機関と結ぶ「BIMライブラリ


ー利用規約」（案）と、BIMオブジェクトを提供する会社と結ぶ「データ提供契約」（案）の二つを作成した。


その二つの（案）を次に記す。 


 


1）「BIMライブラリー利用規約」（案） 


 


BIMライブラリーコンソーシアム（以下、甲という）が提供するBIMライブラリーを利用する企業、団


体、教育機関（以下、乙という）は以下の規約を守るものとする。 
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第一条 定義 


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明


器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）からなる個々のデジタル・オブジェクト（以下、BIMオブ


ジェクトという）で構成される。 


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社から提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシアム


で計画され作成されたもの、その他からなる。設計者も自身の設計に合わせてオブジェクトを作成することが


あるが、この利用規則では扱わない。 


３）BIMデータは、BIM関連のソフトウェアで作られるデータである。一般にBIMオブジェクトを含んでい


る。 


４）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。この


利用規約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


５）ユーザーは、甲の提供するBIMライブラリーを使用する乙の職員または乙の職域内にいるBIM業務支援


の協力会社関係者を指す。 
 


第二条 アカウント 


１）甲が提供するBIMライブラリー（以下、BIMライブラリーという）の利用開始にあたり、乙は甲に所定


の事項を届けた上でアカウント発行を要望するものとする。甲は乙より入手した所定事項をBIMライブラリ


ー運営上に必要な範囲でのみ使用するものとする。 


２）乙は甲より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが不正使用されないよ


うにする義務を負う。アカウントの発行をもって乙は利用規約を承諾したことになる。 


３）アカウントを使い、ユーザーはBIMライブラリーに無償(ビジネスモデルと関連し当初から無償の宣言をし


ないほうが良い)でアクセスし必要なBIMオブジェクトをダウンロードできる。 


４）乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を甲に知らせるものとす


る。甲はこの申し出により、当該アカウントを削除する。 
 


第三条 利用の範囲 


１）ユーザーは、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作成するBIMデ


ータ内で使用することができる。 


２）ユーザーはダウンロードしたBIMオブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限りコピーすることができ


る。 


３）ユーザーは、BIMオブジェクトを甲に無断で修正して使用することはできない。ただし、パラメータ付き


のBIMオブジェクトでは、その許容されたパラメータ値を使用したBIMオブジェクトの利用は認められ


る。 
 


第四条 知的所有権の所在 


１）ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が甲または原データ提供者にあることを承知


の上で利用するものとする。 


２）ユーザーが、BIMオブジェクトを内包するBIMデータを第三者に提供する際には、BIMオブジェクトの


内包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に(実行するための担保は)知らせるものとする。 
 


第五条 不具合データの修正・更新 


１）乙がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、その事実を甲にす


みやかに知らせるものとする。  
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２）甲は、甲自身または乙が見つけたBIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判断した場合


は、その修正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３）BIMオブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合


も、甲は修正されたBIMオブジェクトの提供を受け更新するものとする。 


４）BIMライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に電子メールで知らせるものとする(ホームペ


ージで知らせる方法もあるのでは、少し限定的)。 
 


第六条 禁止事項 


乙は、ユーザーがBIMライブラリーに使用に際して以下の行為を行わないように合理的な措置をとるものと


する。 


イ）データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ）ダウンロードした複数のBIMオブジェクトを、無断で別途に立ち上げたサーバーを介して第三者に有償


または無償で提供する行為 


ハ）甲のBIMライブラリーのサーバーに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込


む行為 


ニ）甲または乙を誹謗中傷する行為 


ホ）法律、条例などに反する行為 


ヘ）その他、公序良俗に反する行為 
 


第七条 免責 


１）甲は、サーバーやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由でBIMライブラリーを乙


が使用できなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任を負わない。 


２）乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとし、万一、BIMオブジェクトの内容が


不適切であった場合も甲は乙に対し責任を負わない。 
 


第八条 規約の変更 


甲は、必要に応じ利用規約の修正を行うことができる。その修正の事実を乙に電子メールで知らせるものとす


る。 
 


第九条 損害賠償 


乙がBIMライブラリーの使用に際し、甲に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償するものと


する。 
 


第十条 協議 


１）本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その


問題を解決する者とする。 


２）前項の解決策によっては規約を変更し、乙にその旨を電子メールで知らせるものとする。 


以上 


追加項目としては 


○通知などの用語の定義が必要では 


○グローバル化を考え、準拠法および管轄裁判所は日本であることを記載する 


○サービスの内容の定義 


○二次利用者の扱い方 
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２）「データ提供規約」（案） 
 


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙と称する）


は、乙が作成したBIMオブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約を結ぶものとする。 
 


第一条 定義  


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明


器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジタルデータ（以下、BIMオブジェクトと


いう）で構成される。 


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社から提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシア


ムで計画され作成されたもの、設計者が自社での利用のために作成したものなどのうち、甲に提供されるもの


を指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。こ


の契約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


４）ユーザーは、甲の運営するBIMライブラリーに関して甲が使用許諾を与えた、会社や研究組織の職員、お


よび大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を指す。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできるコンピュータ上の仕


組みを指す。 
 


第二条 提供準備  


１）乙は、自身の提供するBIMオブジェクトを甲の指定する様式に沿うように作成または修正するものとす


る。 


２）乙は自身のBIMオブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する様式に基づいた検索デ


ータをBIMオブジェクトとは別に作成するものとする。 
 


第三条 提供方法  


乙は甲に対しBIMオブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法を取るものとし、甲


にその方法を知らせるものとする。 


１）BIMオブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にどちらも置く。 


２）BIMオブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバー上に置く。この場合、乙のオブ


ジェクトは甲のサーバーを経由して乙のサーバーからアクセスされる。 
 


第四条 使用許諾  


１）乙は、乙の作成したBIMオブジェクトを、甲が運営するサーバーを介してユーザーが使用する事を認め


るものとする。 


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙のBIMオブジェクトが含まれるBIMデータを作成し、


当該受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社などの第三者に渡す可能性があることを承知するも


のとする。 
 


第五条 知的所有権の所在  


乙は、BIMオブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張する際は、以下の方法を取るも


のとする。 


１）甲にBIMオブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示する。 
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２）ユーザーが権利の所在を知るため、BIMオブジェクト内部にコメントを残す、必要に応じ乙のサーバー上


に明示する。 
 


第六条 検索履歴  


甲は、乙からBIMオブジェクトの提供を受けた後は、半年を超えない期間ごとに乙の提供するBIMオブジ


ェクトに対する検索履歴などのレポートを乙に提供するものとする。 
 


第七条 不具合データの修正・更新  


１）甲または乙がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、その事


実を乙または甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲または乙は、見つかったBIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判断した場合は、そ


の修正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３）乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、甲は修正されたBIMオブジェク


トの提供を受け更新するものとする。 
 


第八条 責任範囲 


乙は甲に提供したBIMオブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとしても責任を負わない。


また甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに対する規約にこの免責事項を含むもの


とする。 
 


第九条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


１）甲がBIMライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事由がある場合。 
 


第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、甲は責任を持ってBIMライブラリーから乙のBIMオブジェクトを消去す


る義務を負い、乙はその実施結果を確認するものとする。 
 


第十一条 守秘義務 


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間および


契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 
 


第十二条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相手方に対し書面に


よる通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものとし、以降も同様とする。 
 


第十三条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その問題


を解決するものとする。 


 


以上 
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(8) 事務局 


  平成28年度は、ほぼ毎週に計38回定例打合せを行った。また部会活動支援のため、21回の部会、21回のWG


開催の連絡・調整、在り方部会のパネルディスカッションの調整と新聞掲載、オーストラリアとの会議の準備と


実施、建築と設備の合同部会の企画と開催、文献翻訳の実施などを行った。 


 


(9) 各部会長コメントと今後の進め方 


[在り方部会長] 


(a) H28活動の総括 


平成28年の在り方部会は、5月12日、8月4日、11月10日、1月19日、3月2日の計5回開催された。大


手設計事務所、ゼネコン、設備機器メーカー、IT関係企業等、多岐にわたる立場の会員が、共通のBIMライブ


ラリーを作成するため、BIMというツールにおける共有認識を持つことを最重要視し、部会内では会員は自由に


発言し、活発な討論が行われた。BIMが、設計・施工を中心とした建築生産の段階から、特に建築を運用・維持


管理するオーナー・管理会社まで幅広く活用することに連携して行くためのサステイナブルな建築のライフサイ


クルに配慮したライブラリーの在り方を議論した。 


5月には「BIMライブラリーに期待すること」と題したシンポジウム形式での討論を実施した。その内容は5


月31日発刊の建設通信新聞BIM特集号に掲載された。 


８月以降の4回は、「ライブラリーをどのように利用するか」「ライブラリーのビジネスモデル」「日本の特有の


オブジェクト標準はどうあるべきか」等々についての討論を重ね、幅広く利用されるためのB I Mライブラリー


の目標水準・実現方策の検討を行った。特に、企画から設計、施工、運用・維持管理各段階でのジェネリックオ


ブジェクトとメーカーオブジェクトの形状情報、性能・仕様についての詳細度や制作・運営方法についての議論


を行った。 


また、実行可能な範囲内でのB I Mライブラリーの在り方とライブラリー運用会社の選定方法についても慎重


な議論がなされた。 


(b) H29活動への期待 


平成29年度の活動については、合計６回の活動を予定している。平成30年度早期にライブラリーを構築し運


用する会社を公募するべく、平成29年度内にはBIMオブジェクト標準を確立することをめざす。 


在り方部会では、ライブラリーに関する提供サービス内容、サービスの運用コスト、利用者料金の検討案を年


内中にまとめる。そのため、５月末にはマーケットリサーチを行うため、在り方部会の下部組織としてタクスフ


ォースを設置する。検討案を作成する段階では、運用体制・ビジネスモデルを検討し、事業者を来年の総会まで


に決定したいと考えている。また、運用候補者へ対しヒアリングを実施するとともに、業界団体、ソフトウェア


ーベンダー・メーカー・利用者への働きかけ順次行って行く予定である。 


 


[建築部会長] 


(a) H28活動の総括 


オブジェクト属性を利用する業務や場面を設定し、オブジェクト属性を整備する考え方の共通理解を深めて


きた。昨年度は、6回の部会を開催し、芝浦工業大学志手研究室学生の協力を得て、主に下記の事項について調


査・議論を行った。 


1) 王立英国建築家協会（RIBA）の傘下組織であるNBS（National BIM Standard）が公開したNBS BIM Object 


Standard が定義しているオブジェクト属性を分析し、設計製造情報化評議会（C-CADEC）の成果である、


「建具表データ交換仕様書」「仕上表データ交換仕様書」の情報項目と比較をした。その結果、NBSの属性項


目とC-CADECの情報項目は、それを利用する業務や場面が大きく違っていることを把握した。 
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2) 米国の CSI（Construction Specifications Institute）が公表し、米国の BIM 基準である National BIM 


Standard‐United States（NBIMS‐US）で公式採用されている分類コードシステム「OmniClass」を調査


し、複数の分類コードテーブルでオブジェクトを特定するファセット分類（faceted classification）の特徴を整


理した。 


3) オブジェクト属性を利用する業務や場面を議論し、発注者と施工者が工事契約を締結するための詳細見積りを


作成する業務に必要な情報をベースに属性項目を整備することとした。維持保全・管理に必要な属性項目や分


類コードに関する検討は、上記の属性項目を整備した後（H30年度）に行うこととした。 


以上の活動の結果、H29年度の活動に対するスコープとスケジュールを明確にした。昨年度に実施予定であ


ったプロトタイプ・オブジェクトの提案は、本年度に先送りした。 


 


(b) H29活動の取組み 


昨年度末に「オブジェクト標準作成作業に入るための合意事項」が各部会で共有されたことを受け、建築系


オブジェクト標準の策定作業に着手する。実質的な作業は、ソフトウエアの観点から議論をするWG1 と、利用


者の観点から議論をするWG2で分担し、毎月2回のペースで議論を重ねる計画とする。 


1) WG1は、属性項目とBIMソフトウエアの特性の関係を整理すると共に、2次元図面化したときの表記・表現


に関する標準化、オブジェクトの振る舞いを中心に検討を進めていく。 


2) WG2は、属性項目の検討・決定を担う。属性項目の検討は、C-CADECの情報分類を、必須項目「基本設計


での建具仕様検討に必要な情報」、推奨項目「必須ではないがあった方が良いと思われる項目」という観点で


仕分けをする。 


上記の検討・作業の結果としてオブジェクト・プロトタイプを作成し、隔月に開催している部会にて評価を


行う（6月：コンポーネント・オブジェクト、8月：レイヤード・オブジェクト、10月：アセンブリ・オブジ


ェクト）。その後、NBSのオブジェクト属性を参考に、標準項目や維持保全・管理に関する項目の総合調整を


図る。加えて、年度末に仮設資材のオブジェクト標準に関する議論を開始する計画である。 


 


[設備部会長] 


(a) H28活動の総括 


設計製造情報化評議会（C-CADEC）の成果物である、BE-Bridge（Building Equipment – Brief Integrated 


format for Data exchanGE）および、Stem（Standard for the Exchange of Mechanical equipment library 


data）を継承し、空調･衛生設備･電気設備分野におけるBIMライブラリーの在り方の検討と、仕様の編成を


行っている。 


H28年度は6回の部会、BE-BridgeおよびStemの各WGを6回開催し、主に以下のような検討を行った. 


1) Stemについて 


・代表的な設備機器（チラー、ボイラー、温水ヒーター、空調機、衛生陶器）について、NBSのジェネリッ


クオブジェクトを調査した。 


・Stem とNBSの属性情報の比較検討を行った．その結果，重複する属性情報は少ないことが明らかとなっ


た、また、維持管理に関係する属性情報（COBie）がStemには含まれていない。 


・NBS属性情報の内、Stemに取込みが必要な項目について検討を行った、属性情報を格納できる領域を準


備し、ジェネリックオブジェクト、メーカーオブジェクトに共通させることとした。 


・想定している属性情報一覧に対して、BLC参加メーカーが実際に提供できるデータとの整合性を検証した。


また、メーカー側の付加したい項目の提示を依頼した。 


・想定ユーザーと利用モデル・仕様の相違点について、機器ライブラリーの利用フェーズ，ユーザーから見
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た機器 BIM モデルに利用される仕様の相違点の検討を行い、異なる設備ソフト間でデータのやり取りに


ついて検討を行った。 


・日建連：設備情報化専門部会でも並行して仕様修正等の作業を進めており、BLCへの検討内容反映を検討


している。 


2) BE-Bridgeについて 


・設備CAD 間の受渡し標準についてコードなどの体系化を行った。 


・C-CADEC から継承した仕様の管理，整備と新しいニーズ対応のための追加など、仕様のコード体系の整


備を行った。 


・ユースケース検討を行い、ライブラリー活用シーンにおける中間フォーマットとしての仕様策定整備の検


討を行った。 


3) 参加委員による事例紹介や情報共有 


・部会においては、参加メンバーによるBIM活用事例紹介や海外動向等の情報共有を行った。 


 


(b) H29活動への期待 


タスクフォース 1 による NBS BIM ライブラリーに掲載している設備機器に関する情報の成果および設


備部会に設置するタスクフォース 3 を踏まえ、NBS 標準と Stem 等との比較を詳しく行い、ライブラリー


に掲載する設備機器オブジェクトの情報標準を整理するとともに、現在の Stem、BE-Bridge の設備製品オ


ブジェクトの拡張を検討していきたい。また、参加委員による事例紹介や情報共有を活発に行い、具体的な


ライブラリー活用ケーススタディの作成の端緒としたい。 


 


[運用部会長] 


(a) H28活動の総括 


現在の代表的なBIM ライブラリーとして活用されている、英国NBS・RIBA のBIM ライブラリーとの利


用規約や C-CADEC の契約条件等の検討や、他の既存システム事例などを通しての整理を行い、BIM オブジ


ェクトやライブラリー全体におけるの著作権、データ更新のルールなどの検討を行い、さらに、これらのこと


を踏まえて、BIMライブラリーと建物所有者、設計者、施工者などとの利用者規約（素案）と、メーカーなど


のサプライヤー側とのデータ提供契約規約（素案）を作成した。 


現在の素案の検討のなかでも、利用者やアクセス権限の範囲を、どこまで認めるのか、不具合データの修正・


更新の考え方をどのように行うのか、さらに、データのモニタリングの体制などについてが、新たな課題と浮


かび上がった。また、ビジネスモデルや、それに伴うオブジェクト標準の結果によっての素案の再検討が必要


となっている。 


 


(b)「H29活動への期待」 


ライブラリーへの登録データが不正な場合の対応などのモニタリングの体制の仕組みや実施する場合のコス


ト検討が必要となってきているため、上半期早々に課題整理を行う。 


また、建築部会、設備部会から上がってくる課題や、今後、起こり得る課題の整理についても、議論を行い、


在り方部会とともに、公募に向けた規約の検討を行っていく。 


今後は、業界団体・ソフトウェアベンダー・メーカー・ユーザーから上がってくるであろう課題についても


整理を行い、さらに議論を積み重ね、より多くの方々に使い易く、そして明確な運用規約を確定していきたい。 
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７.会員状況・会員リスト 


(1)平成28年度登録会員実績 


 


 


     


日付 


会員等 


正会員 特別会員 オブザーバー 計 


設立時 38 19 0 57 


平成27年12月10日 10 6 0 16 


平成28年 1月21日 1 3 0 4 


平成28年 3月 3日 0 1 0 1 


平成29年 3月 30日 12 5 0 17 


累 計 61  34 0 95 


平成29年 5月 19日 3 0   


総 計 64  34 0 98 


 


 (2)平成29年度見込み 


平成 29 年度からの会員として提出された入会申込書は､正会員 4､申込準備中正会員 4､(合計 100 社)であるこ


とから会員の増加が見込まれるが、さらに必要な領域の会員拡大を図るものとする。 


 


(3)会員リスト（平成29年3月末現在） 


No 会 社 名 No 会 社 名  
部会長･事務局長 45 デロイト トーマツPRS(株) 


1 東京工業大学(在り方部会長：安田幸一) 46 東電設計(株) 


2 芝浦工業大学(建築部会長：志手一哉) 47 凸版印刷(株) 


3 首都大学東京(設備部会長：一ノ瀬雅之) 48 ＴＯＴＯ(株) 


4 首都大学東京(運用部会長：山本康友) 49 東芝キヤリア(株) 


5 (一社)buildingSMART Japan(運営委員：山下純一) 50 東洋熱工業(株) 


6 大森法律事務所(弁護士：大森文彦) 51 (株)日積サーベイ 


7 (一財)建築保全センター(事務局長：寺本) 52 (株)日建設計  


  53 (地法)日本下水道事業団 
 


正会員(企業) 54 (株)日本設計 


1 (株)朝日工業社 55 日本メックス(株) 


2 (株)淺沼組 56 野村不動産ホールディング(株) 


3 アズビル(株) 57 日比谷総合設備(株) 


4 (株)伊藤喜三郎建築研究所 58 (株)ベイテクノ 


5 ㈱ＮＹＫシステムズ 59 三菱重工業(株) 


6 エーアンドエー(株) 60 (株)本澤建築設計事務所 


7 (株)荏原製作所 61 (株)安井ファシリティーズ 


8 (株)大林組 62 (株)LIXIL ※ 
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No 会 社 名 No 会 社 名 


9 (株)大塚商会 63 (株)四電工 


10 (株)奥村組 64 (株)和田特機 


11 オートデスク(株) 
 


  


12 鹿島建設(株)  特別会員(団体) 


13 河村電器産業(株) 1 (一社)buildingSMART Japan 


14 (株)関電工 2 (NPO)建築技術支援協会 


15 (株)キャディアン 3 （一財)建築コスト管理システム研究所 


16 (株)CADネットワークサービス 4 (一社)公共建築協会 


17 協栄産業(株) 5 (NPO)法人 設備システム研究会 


18 (株)きんでん 6 （一社）日本空調衛生工事業協会 


19 (株)久慈設計 7 （一社）日本建材・住宅設備協会 


20 グラフィソフトジャパン(株) 8 (一社)日本建設業連合会 


21 (一財)建設業振興基金 9 (公社)日本建築家協会 


22 (一財)建築保全センター 10 (公社)日本建築士会連合会 


23 (株)建築ピボット 11 (一社)日本建築積算事務所協会 


24 (株)構造計画研究所 12 日本建築仕上材工業会 


25 (株)コスモ・ソフト 13 (一社)日本建築士事務所協会連合会 


26 (株)佐藤総合計画 14 (公社)日本建築積算協会 


27 佐藤工業(株) 15 (一社)日本サッシ協会 


28 (株)シェルパ 16 (一社)日本電設工業協会 


29 (株)シスプロ 17 (一財)日本建設情報総合センター 


30 (有組)C-PES研究会 18 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 


31 (株)ＣＢＳ 19 (公社)ロングライフビル推進協会 


32 (株)ＣＰＣ 
 


  


33 清水建設(株) 
 


特別会員(個人) 


34 新菱冷熱工業(株) 1 国立研究開発法人 建築研究所(武藤正樹) 


35 住友セメントシステム開発(株) 2 国立研究開発法人 建築研究所(高橋 暁) 


36 (株)大建設計 3 国土技術政策総合研究所(脇山善夫) 


37 大日本印刷(株) 4 東京工業大学大学院(平野 陽) 


38 大成建設(株) 5 東京工業大学大学院(川島範久) 


39 (株)ダイテックホールディング 6 広島工業大学(杉田 洋) 


40 高砂熱学工業(株) 7 広島工業大学(杉田 宗) 


41 (株)竹中工務店 8 矢部 朋裕 


42 (株)中電工 ※ 
 


  


43 (株)テイル 
 


（敬称略）   


44 デュアルアイティ(株) ※ 
 


      


    


※：平成29年度加入企業 (Ｈ29/4月入会) 
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(4) BIMライブラリーコンソーシアム ｢BLC｣ ｢ 会 員 ｣    2017/05/01 


 会 社 名 所 属 役 職 氏 名 


議長 


 


運営委


員 


 


 


事務局


長 


(一財)建築保全センター 理事長   尾島 俊雄 


東京工業大学 理工学研究科建築学専攻 教授 安田 幸一 


芝浦工業大学 工学部建築学科 教授 志手 一哉 


首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 建築学域 准教授 一ノ瀬 雅之 


首都大学東京 都市環境学部 客員教授 山本 康友 


(一社)buildingSMART Japan CIラボ㈱ 代表理事 山下 純一 


(一財)建築保全センター   理事所長 寺本 英治 


一般 


会員 


(株)朝日工業社 本社技術企画部 部長 平泉 尚 


(株)淺沼組 建築事業本部BIM推進室 室長 竹田 繁 


 アズビル(株) BSCﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 部長 岡 幸彦 


 (株)荏原製作所 国内事業統括 事業戦略推進室 課長 清友 昭礼 


 (株)大塚商会   部長 青木 克典 


 (株)大林組 建築本部 PDセンター 所長 宮川 宏 


 (株)奥村組 管理本部 情報システム部 部長 飛田  智 


 オートデスク(株) ISM AEC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ﾏﾈｰｼﾞｬ  ー 内山 敏昭 


 鹿島建設(株) 建築管理部 BIM推進室 本部次長 矢島 和美 


 河村電器産業(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部 部長 伴 覚守 


 (株)関電工 エンジニアリング部 部長 牧野 俊亮 


 協栄産業(株) 建築ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 北垣 毅 


 (株)きんでん 技術本部 部長 田中 日出男 


 (株)久慈設計   代表取締役 久慈 竜也 


 グラフィソフトジャパン(株) 代表取締役 社長 ｺﾊﾞｰﾁ・ﾍﾞﾝﾂｪ 


 (一財)建設業振興基金 理事長   内田 俊一 


 (株)構造計画研究所 代表取締役 社長 服部 正太 


 佐藤工業(株) 建築事業本部技術部 部長 水谷 剛 


 (株)佐藤総合計画 代表取締役 社長 細田 雅春 


 (株)シスプロ 代表取締役 社長 佐々木 啓裕 


 清水建設(株) 設計本部 設計本部長 栗山 茂樹 


 新菱冷熱工業(株) 技術統括本部 BIMセンター 専任課長 田辺 恵一 


 住友セメントシステム開発(株) FM ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発チーム ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞー  大林 広樹 


 (株)大建設計  代表取締役社長 平岡 省誉 
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 会 社 名 所 属 役 職 氏 名 


 大日本印刷(株) 情報ｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝ事業部 C&Iｾﾝﾀｰ長 千葉 亮太 


一般 


会員 


 


(株)ダイテックホールディング 研究開発部 執行役員部長 小笠原 將人 


高砂熱学工業(株) ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝｾﾝﾀｰ長 BIM推進室 室長 山本 一郎 


(株)竹中工務店 執行役員 設計本部 部長 菅 順二 


 


(株)中電工 技術本部 電気技術部 主任 松本 哲也 


デロイト トーマツ PRS(株)   代表取締役社長 土手 英俊 


ＴＯＴＯ(株) お客様本部 お客様企画G ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞー  東元 詩朗 


凸版印刷㈱ 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本部 部長 鈴木 高志 


東芝キヤリア(株) 経営情報ｼｽﾃﾑ部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ生産ｼｽﾃﾑﾞ 参事 田中 稔 


東洋熱工業(株) 工務技術部 CAD課 次長 藤田 純一 


(株)日建設計 設計部門 副統括 山梨 和彦 


(地法)日本下水道事業団 技術戦略部 部長 畑田 正憲 


(株)日本設計 3Dﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ室 室長 岩村 雅人 


日本メックス(株) 代表取締役 社長 米川 清水 


野村不動産ホールディング(株) 代表取締役 社長 沓掛 英二 


日比谷総合設備(株) 取締役 上席執行役員 實川 博史 


三菱重工業(株)   主席部員 清島 真二 


(株)LIXIL ﾋﾞﾙ事業部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ営業部 担当部長 西村 雅雄 


(株)四電工 CAD開発部 部長 秋月 伸夫 


㈱ＮＹＫシステムズ 営業部 部長 福田 義徳 


(株)伊藤喜三郎建築研究所 代表取締役 社長 原 勇次 


(株)キャディアン 東京支店営業２課 課長 笠原 靖子 


(株)CADネットワークサービス 営業部 部長 南谷 親良 


(株)コスモ・ソフト システム開発室 取締役室長 吉村 幸治 


(株)ＣＰＣ   取締役 宮田 信彦 


東電設計(株) 建築本部 部長 青柳 隆之 


(株)和田特機   代表取締役 和田 芳道 


エーアンドエー(株) 代表取締役   川瀬 英一 


(株)建築ピボット   代表取締役 千葉 貴史 


(株)シェルパ   代表取締役 高松 稔一 


(有組)C-PES研究会 代表理事   岩田 誠二 


(株)ＣＢＳ   代表取締役 中井 政昭 
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 会 社 名 所 属 役 職 氏 名 


 (株)テイル 代表取締役   開出 光顕 


 デュアルアイティ(株)   取締役会長 岩渕 竜一 


一般 


会員 


 


(株)日積サーベイ BIMソリューショングループ チーフ 高橋 肇宏 


(株)ベイテクノ (株)関電工 代表取締役社長 鈴木 義夫 


(株)本澤建築設計事務所  代表取締役 本澤 宗夫 


 (株)安井ファシリティーズ  代表取締役社長 佐野 吉彦 


 


特別 


会員 


 


(一社)buildingSMART Japan   事務局長 宮田 信彦 


(NPO)建築技術支援協会     和田 章 


（一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所   理事長 春田 浩司 


(一社)公共建築協会   専務理事 藤田 伊織 


(NPO)法人 設備システム研究会 須賀工業㈱本社 業務企画室 室長 理事長 三木 秀樹 


(一社)日本空調衛生工事業協会   会長 野村 春紀 


(一社)日本建材・住宅設備協会   会長 藤森 義明 


(一財)日本建設情報総合ｾﾝﾀ  ー   理事長 門松 武 


(公社)日本建築家協会   専務理事 筒井 信也 


(一社)日本建設業連合会   専務理事 坂山 修平 


(一社)日本建築積算事務所協会     楠山 登喜雄 


(公社)日本建築士会連合会     木村 行道 


日本建築仕上材工業会   会長 中神 章善 


(公社)日本建築積算協会   会長 吉田 倬郎 


(一社)日本サッシ協会   理事長 白井 春雄 


(一社)日本建築士事務所協会連合会   会長 大内 達史 


(一社)日本電設工業協会   審議役 野々村 裕美 


(公社)日本ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ協会   会長 山田 匡通 


(公社)ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾋﾞﾙ推進協会   会長 山内 隆司 


東京工業大学大学院 理工学研究科建築学専攻   平野 陽 


杉田 洋(広島工業大学) 環境デザイン学科 教授 杉田 洋 


国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ グループ長 高橋 暁 


国土技術政策総合研究所 建築研究部 主任研究官 脇山 善夫 


矢部 朋裕 日本ピーマック 個人会員 矢部 朋裕 


   ※敬称略 
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8. 会則 


(1)ＢＩＭライブラリーコンソーシアム会則 


（目的） 


第１条 一般財団法人建築保全センター（以下「本センター」という。）は、ＢＩＭを利用した建築物の企画、設計、


施工、運用・維持管理のプロセスの効率化を図るため、ＢＩＭライブラリーの構築・運用を実現することを目的に、


BIM ライブラリーコンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）を設置する。ＢＩＭライブラリーは、形状


とともに建築材料・設備機器等の耐久性、エネルギー使用等を含む属性情報を集約し、建物の長寿命化、省エネル


ギー化等の喫緊のニーズに合致した情報基盤であるとともに、誰もが容易に使用できることを目標とする。これに


よりBIMの利用促進、利用効果向上に寄与する。 


（活動内容） 


第２条 コンソーシアムは前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 


（１） ＢＩＭライブラリーの在り方に関する検討 


（２） ＢＩＭライブラリーの建築系標準仕様（ELVを含む）の作成 


（３） BIMライブラリーの設備系標準仕様の作成(Stem、BE-Bridgeの仕様の更新、活用を含む) 


（４） BIMライブラリーの運用に関する各種基準、規約等の作成 


（５） (1)から(4)を踏まえ、広く利用されるBIMライブラリーの構築・運用の実現 


（６） その他普及・促進等関係する諸活動 


（会員等） 


第３条 コンソーシアムの会員は、第１条の目的に賛同し、次条第2項に基づき入会を承認された正会員（会費を


納入した者）及び特別会員をいう。  


２．正会員は議決権を有し、議決権口数は１口とする。 


３．会員細則は別途定める。 


４．運営委員会の決定により、会員以外にオブザーバーを認めることができる。                             


（入会及び退会） 


第４条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。 


２．入会は、運営委員会においてその可否を決定し、申込者に通知するものとする。 


３．退会しようとする者は、別に定める退会届を提出しなければならない。 


（会費） 


第５条 コンソーシアムは運営に必要な経費を賄うため、正会員から会費を徴収する。 


会費等細則は、別途定める。 


（名簿） 


第６条 コンソーシアムは会員の名称又は氏名、住所等を記録した名簿を作成し、事務局に置く。 


（組織・運営） 


第７条 コンソーシアムには、代表、総会、運営委員会、ワーキンググループ及び事務局を置く。                            


２．本センターの理事長はコンソーシアムを代表し、総会の議長を務める。 


３．総会は、会員、代表及び事務局により構成する。 


４．運営委員会は、会員の中から選任された者、各ワーキンググループの主査及び事務局により構成する。 


５．運営委員会は、事業年度予算の作成、業務方針等を企画立案するとともに、コンソーシアムの運営、調整、


啓発等の活動を的確かつ効率的に推進するため、適宜開催する。 


６．ワーキンググループは会員によって構成し、ワーキンググループの設置及び変更並びに活動内容等は運営


委員会において審議し決定する。 
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７．ワーキンググループの設置及び運営に関する細則については、別途定める。 


８. 運営委員会の決定により、オブザーバーは総会等に参加することができる。 


（総会） 


第８条 総会は、コンソーシアムの最高機関であり、業務方針、予算、決算、業務計画、会費等コンソーシアムに


必要な事項を決定する。 


但し、事業年度開始から総会までの期間の予算、業務執行方針に関しては、運営委員会の承認を受けるものとす


る。 


２．総会は、毎事業年度終了後２か月以内に定時総会を開催する。なお、運営委員会において決定された場合又


は正会員の３分の１以上から請求がなされた場合は、臨時総会を開催する。 


３．総会は、正会員の過半数の出席により成立する。出席には委任状も含むものとする。 


４．総会の議事は、出席した正会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところに


よる。 


（事務局） 


第９条 コンソーシアムの事務局は、本センターに設置する。 


２．事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 


３．事務局長は代表が運営委員会の承認を経て任免し、その他の職員は代表が任免する。 


４．事務局長は、代表の命を受け、事務局を運営し、職員を指揮監督する。 


５．事務局の運営細則は、別途定める。 


（事業年度）                            


第10条 コンソーシアムの事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 


（設置期間及び解散） 


第11条 コンソーシアムの設置期間は、第1条の目的が達成される平成３２年３月３１日までとする。                   


２．総会において出席した正会員の３分の２以上から活動継続の議決がなされた場合、引き続き翌年度１年間


延長し、以後も同様とする。 


３．設置期間終了以前に第 1 条の目的が達成された場合は、総会において出席した正会員の３分の２以上の議


決がなされたときに、解散するものとする。 


（残余財産の処分） 


第 12 条 前条の規定により、コンソーシアムが解散したときに有する残余財産の処分方法は、総会において決定


するものとする。 


（会則の変更） 


第13条 本会則の変更については、総会の議決を経て行う。 


（その他） 


第14条 本会則に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は運営委員会において定める。 


本会則は、平成27年10月30日より適用する。 


本会則は、 平成28年5月17日改正し（第８条１項を追加、第８条２項の１部を削除）同日より施行する。 
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(2)ＢＩＭライブラリーコンソーシアム会員細則 


BIMライブラリーコンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）に入会しようとする者は、BIMライブラ


リーコンソーシアム会則（以下「会則」という。）に定めるところによるほか、この細則の定めるところによる。 


（会員の種別） 


第１条 コンソーシアムの会員は、以下のとおりとする。                   


１．正会員 


（１）BIMライブラリー利用者(建物所有者、不動産開発業者、設計者、施工者、維持管理等の企業) 


 （２）データ供給者（建築材料、設備機器等の製造者の企業） 


 （３）BIM関係者(BIMソフトウェアベンダー、BIM機器製造者、販売者等の企業)  


 （４）特別会員で会費を納入した者            


２．特別会員 


 （１）研究組織(BIM・CAD等の研究組織、学識者等) 


 （２）１．の(1)(2)(3)の所属する団体 


 （３）個人 


第２条 本細則の改正は運営委員会の議決を経て行う。 


この細則は平成27年10月30日から施行する。 


 


(3)ＢＩＭライブラリーコンソーシアム年会費等細則 


ＢＩＭライブラリーコンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の会費等については、以下により取り


扱うこととする。 


１． コンソーシアム正会員の年会費は以下のとおりする。 


 


企業規模の条件 年会費 


資本金 5,000万円以上 ２０万円 


資本金 3,000万円以上5,000万円未満 １０万円 


資本金 3,000万円未満  ５万円 


２．年会費は、毎年○○月末までに、指定の銀行口座に振り込むものとする。 


３．年度途中の入会であっても、年会費は年額を納入するものとする。     


４．会計年度途中の退会にあっては、既に納入した年会費の返還は行わないものとする。 


５．本細則の改正は総会の議決を経て行う。 


  平成27年10月30日 制定 


 


 (4) ＢＩＭライブラリーコンソーシアム事務局運営細則 


事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 


（１）会員の管理等に関すること。(入退会、メーリングリスト管理等) 


（２）Web管理に関すること。 


（３）経理関連業務に関すること。 


・事業年度予算および決算の作成並びに業務方針等の企画立案支援 


・年会費の請求書発行、未入金のチェック、謝金、旅費精算等 


（４）総会、運営委員会、ワーキンググループの日程調整等に関すること。 


（５）文書の収受、発送及び保管に関すること。 
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（６）委嘱書及び申請書の作成に関すること。 


（７）出張調整に関すること。(スケジュール及び内容の確認、出張依頼書の作成等) 


（８）広報に関すること。(入会案内、各種案内書等の配布等) 


（９）総会及び運営委員会に関する資料及び議事録の作成 


この細則は平成27年12月10日から施行する。 


 








資料 運８－５ 


第 2号議案 平成 29年度 業務方針及び業務計画（案）   


 


平成 29年度 業務方針及び業務計画（案）については、以下のとおり提出する。   


 


1. 業務方針 


(a)概要 


平成 29年度はコンソーシアム設立から３年目にあたり、オブジェクト標準の確立と、ライブラリー


の構築の条件を整理する年度である。このため、コンソーシアムの設立趣旨を踏まえ、また BIM活用


が急速に拡大していることから積極的な活動を進める。 


具体的には、平成２８年度の BIMライブラリーの在り方に関する議論を継続し、整理・確定してい


くこと、BIM ライブラリーのオブジェクト標準の確立を年度内に行うこと、ライブラリーの運用に必


要な著作権、契約、その他必要な規則類を整理すること等がある。また Stemサイトを活用して、ライ


ブラリーのための画面設計条件の整理、建築・設備オブジェクトの操作性の検証等を行う。 


さらに内部活動の活発化とともに、関係団体、今後想定されるユーザー、メーカー等に対して、様々


な機会を捉えて情報発信に努めていく。 


以上を整理すると次の３つが重点項目である。 


・オブジェクト標準の年度内確立 


・BIMライブラリーの在り方に関する議論を進め、ライブラリーの構築の条件を整理すること 


・関係団体、ユーザー、メーカー等に対して、様々な機会を捉えて情報発信に努めていくこと 


 


(b)検討すべき論点 


  検討すべき論点を以下に示す。 


a. BIM ライブラリーの在り方に関する論点 


ビジネスモデルを中心に、使用するファイル形式、分類体系等が論点である。 


b. BIM ライブラリーのオブジェクト標準に関する論点 


平成 29年 3月に合意された、オブジェクト標準作成のための合意事項に沿って、建築部会・設備


部会が、オブジェクト標準の確立を行い、また両分野が整合していること、英国NBSを中心に検


討されている国際標準との整合が論点である。 


c. 運用ルールと著作権に関する論点 


平成 28年度に作成された２つの運用規約の確定と、ライブラリーの運用段階に行うモニタリング


の内容とコストの検討が課題である。 


d. その他技術的事項 


ライブラリー画面の設計、用語の定義、形状を持たないものの取扱い、パラメトリックな製品の取


扱い等は、前年度から引き続きの課題である。 


 


  







2. 業務計画 


(a)総会 


  年度に１回、5月に定時総会を開催する。 


(b)運営委員会 


必要に応じて在り方部会と同日に開催し、予算作成、業務方針等の企画立案を行い、コンソーシアム


の運営、調整、啓発等の活動を的確かつ効率的に推進する。 


(c)在り方部会 


2か月に 1回程度（原則奇数月）開催し、BIMライブラリーの在り方に関する検討を行う。 


またビジネスモデル検討ＷＧ、タスクフォースを活用し、具体的な検討を進める。 


(d)建築部会／設備部会 


2か月に 1回程度（原則偶数月）開催し、また各々の部会に設けられたWGで、BIMライブラリー


の建築系標準仕様（搬送機器 ELVを含む）、設備系標準仕様の作成を行う。 


(e)運用部会 


2か月に 1回程度(原則奇数月)開催し、BIMライブラリーの運用に関する規約等の作成を行う。また


モニタリングの内容、コストの検討を行う。 


(f)タスクフォース 


  マーケットリサーチ、Stemの試行・検証、事業化、共同研究を、タスクフォースを設置し実施する。 


(g)事務局 


会員名簿管理、経理等の業務を実施するとともに、コンソーシアムの設立趣旨に沿った部会活動の計


画、支援を行う。またライブラリー構築条件の整理を行う。さらにホームページの充実により、コン


ソーシアム内外への情報発信を強化するとともに、会員拡大に向けて努力する。 
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モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について ◎：必須 △：稀に 資料８－６


『データ登録申請・契約書』記入（原則年度毎、内容の詰めは未整理、概略名の個数等） ◎ ◎ 第2条 －－－ －－－ －－－ －－－


『データ登録チェックソフト』（データ作成ソフトの一部）での確認 ◎ ◎ 第2条


＜チェック項目の例、未整理＞


4つの項目（企画、実施設計、施工、維持管理）の区分けの確認


BIMのファイル形式の確認


BIMのバージョンが明記されているのかの確認


ジェネリックオブジェクトとメーカオブジェクトとの区分けの確認


属性項目はBLCで設定している項目と合致しているかの確認


必須項目は記入されているかの確認


エラーチェックで引っかかったデータの確認


検索項目データの確認 ◎ ◎ 第2条


『データ登録申請・契約書』を確認し、契約する。 ◎ ◎


『データ登録チェックソフト』の結果の確認 ◎ ◎


利用ユーザからのクレームに対しての対処 ◎ ◎


不具合データの修正・完了までの確認 第5条 第7条


不正データの発見時の対処


ライブラリーのダウンロード数、参照閲覧数の調査（設計者、施工者別、地域別、製品別、、） △ ◎ 第6条


同上結果の製作メーカーへのフィードバック（頻度が課題、、） △ ◎


禁止事項のチェック ◎ ◎ 第6条


知的財産権の侵害、無断で第三者への提供行為、不正プログラム書込み等、、、


製品モデルチェンジによる新製品申請時の情報提供 ◎ 無→必要


補修部品、提供中止、在庫なし等の情報提供 ◎ 無→必要


メンテナンス中止・終了時の情報提供 ◎ 無→必要


提供者との契約終了 ◎ ◎ 第9条


サイト
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エンド
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デ
ー


タ
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入
れ
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デ
ー
タ
作
成
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ー
タ
運
用
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★資料 運8_6_モニタリング体制のコスト検討と項目内容について





